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平成２８年（健厚）第６４８号

平成２９年１１月３０日裁決

主文

後記第２の５記載の原処分を取り消す。

理由

第１　再審査請求の趣旨

主文と同旨

第２　再審査請求の経過

１　請求人は、健康保険法（以下「健保法」

という。）及び厚生年金保険法（以下「厚

年法」という。）上の適用事業所である

ａ社（以下「本件事業所」といい、事業

主としての法人を「本件会社」という。）

の代表取締役であり、本件事業所におい

て平成○年９月２１日から、健康保険及

び厚生年金保険（以下、併せて「社会保険」

という。）の被保険者資格を有していた。

２　請求人は、平成○年１１月２９日に脳

出血を発症し、従前と同一の労務に服す

ることが困難であったため、平成○年３

月１日から平成○年８月３１日までの期

間（以下「本件対象期間」という。）に

つき健保法第９９条に規定する傷病手当

金を受給することとし、本件会社は、本

件対象期間に係る請求人の報酬を０円と

した。

３　本件会社は、請求人の報酬額が平成○

年９月から月額５万円に変更されたとし

て、同年○月○日（受付）、日本年金機

構（以下「機構」という。）○○年金事

務所（以下「○○年金事務所」という。）

に対し、請求人に係る健康保険・厚生年

金保険被保険者報酬月額変更届（以下「月

額変更届」という。）を提出した。

４　○○年金事務所は、請求人に係る本件

対象期間の社会保険の被保険者資格に疑

義があるとして、本件会社に月額変更届

を返戻するとともに、請求人に係る健康

保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

（資格喪失日：平成○年３月１日。以下

「資格喪失届」という。）及び、健康保険・

厚生年金保険被保険者資格取得届（資格

取得日：平成○年９月１日。以下「資格

取得届」という。）の提出を促したため、

本件会社は資格喪失届及び資格取得届を

提出した。

５　機構は、平成○年○月○日付けで、本

件会社に対し、請求人について、資格喪

失日を平成○年３月１日とする健康保

険・厚生年金保険の被保険者資格の喪失

を確認し、資格取得日を平成○年９月１

日とする健康保険・厚生年金保険の被保

険者資格の取得を確認する旨の処分（以

下、併せて「原処分」という。）をした。

６　請求人は、原処分を不服とし、○○厚

生局社会保険審査官に対する審査請求を

経て、当審査会に対し、再審査請求をし

た。その不服の理由は、本裁決書添付の

別紙１及び別紙２のとおりである。

第３　問題点

１　健保法第３条第３項第２号は、「法人

の事業所であって、常時従業員を使用す

るもの」を、厚年法第６条第１項第２号

は、「法人の事業所又は事務所であって、

常時従業員を使用するもの」を、それぞ

れ各法上の適用事業所（以下、単に「適

用事業所」という。）とすると規定して

いるところ、健保法第３条、第３９条及

び第４８条並びに厚年法第６条、第９条、

第１２条、第１８条及び第２７条の規定

によると、健康保険の適用事業所に使用

される者及び厚生年金保険の適用事業所

に使用される７０歳未満の者は、適用除

外される者を除いて、被保険者となるが、

その資格の取得及び喪失は、事業主の届

出若しくは被保険者若しくは被保険者で

あった者の請求に基づき、又は職権で厚

生労働大臣の確認によってその効力を生

ずるとされている。

２　本件の場合、本件事業所が、社会保険

の適用事業所であることについては、当

事者間に争いはなく、機構が、本件対象

期間につき、請求人には社会保険の被保

険者資格がないとしたことについて、請

求人はこれを不服としているのであるか

ら、本件の問題点は、本件対象期間につ

いて、請求人が、本件事業所に使用され
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る者として、被保険者資格を有していた

と認めることができるかどうか、という

ことである。

第４　事実の認定及び判断

１　一件記録によれば、以下の事実が認め

られる。

（略）

２　以上の認定事実に基づいて、本件の問

題点について検討し、判断する。

(1)　健保法第３条第１項に「この法律

において「被保険者」とは、適用事業

所に使用される者……をいう。」と規

定され、同法第３５条に「被保険者

（……）は、適用事業所に使用される

に至った日……から、被保険者の資格

を取得する。」と、同法第３６条に「被

保険者は……その事業所に使用されな

くなった……日の翌日から被保険者

の資格を喪失する。」と規定されてい

る。また、厚年法第９条に「適用事業

所に使用される７０歳未満の者は、厚

生年金保険の被保険者とする。」と規

定され、同法第１３条第１項に「第９

条の規定による被保険者は、適用事業

所に使用されるに至つた日……に、被

保険者の資格を取得する。」と、同法

第１４条に「被保険者は……その事業

所……に使用されなくなった……日の

翌日から被保険者の資格を喪失する。」

と規定されている。

また、法人の役員の取扱いについて

は、法人の理事、監事、取締役、代表

社員及び無限責任社員等法人の代表者

又は業務執行者であっても、法人から

労務の対償として報酬を受けている者

は、法人に使用される者として被保険

者の資格を取得する（「法人の代表者

又は業務執行者の被保険者資格につい

て」昭和２４年７月２８日保発第７４

号。以下「昭和２４年通知」という。）

とされている。

さらに、休職期間における被保険

者資格については、「健康保険の被保

険者が、……雇傭関係は存続するが会

社より賃金の支給を停止されたような

場合には、個々の具体的事情を勘案検

討の上、実質は使用関係の消滅とみる

を相当とする場合例えば被保険者の長

期にわたる休職状態が続き実務に服す

る見込がない場合……等に於ては被保

険者資格を喪失せしめるのが妥当」と

するが、「被保険者の資格を喪失する

ことを要しないと認められる病気休職

等の場合は、賃金の支払停止は一時的

のものであり使用関係は存続するもの

とみられるものであるから、事業主及

び被保険者はそれぞれ賃金支給停止前

の標準報酬に基づく保険料を折半負担

し事業主はその納付義務を負うものと

して取扱うことが妥当と認められる。」

（「休職と被保険者資格について」昭和

２６年３月９日保文発第６１９号。以

下「昭和２６年通知」という。）とさ

れている。

(2)　昭和２４年通知及び昭和２６年通

知の趣旨に徴すると、法人の代表者が

無報酬であるときは、原則として被保

険者の資格を有しないが、病気休職の

場合など報酬の支払停止が一時的のも

のであるときは、法人との使用関係は

存続し、被保険者の資格を失うことは

ないと解するのが相当である。

前記認定事実によれば、請求人が本

件対象期間において無報酬とされたの

は、傷病手当金の支給を動機とするも

のではあるが、その実質的理由は、請

求人が病気療養のため、従前同様の業

務を行うことができなくなったことに

よるものといえ、健康保険の保険者が

本件対象期間につき傷病手当金を支給

したのも、請求人が病気療養のため労

務不能であることを認めたからにほか

ならない。また、請求人の病気の程度

は、職務復帰がおよそ不可能なもので

はなく、請求人は療養中も可能な限度

で本件会社の運営に関与し、従前と同

様に行うことはできなかったが、代表

取締役として業務を行い、本件対象期

間後、請求人の報酬は月額５万円とさ

れたものである。そして、○○年金事
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務所が、算定基礎届において請求人の

報酬月額が０円とされたことを知りつ

つ、本件会社に対し、従前の標準報酬

月額による保険料を納付すべきものと

したのは、請求人の無報酬が病気療養

のための一時的なものであるとの認定

に基づくものと解され、本件会社はそ

れに従う保険料の納付をしてきたもの

である。これらの事情に照らせば、請

求人の無報酬は、病気療養のための一

時的なものであり、法人との使用関係

は存続すると認めるのが相当である。

請求人が、本件対象期間中、無報酬下

でも病状の許す限度で本件会社の運営

に関与しており、その後の業務遂行も

同じ程度のものであったとしても、上

記の認定判断を妨げるものではない。

また、月額５万円の報酬が、請求人の

労務の対償として低額に過ぎるかどう

かは、別個の問題である。

したがって、請求人は、本件対象期

間において被保険者資格を喪失しない

というべきである。

(3)　以上によれば、原処分は著しく不

当であるから、取消しを免れない。

よって、主文のとおり裁決する。
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